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 現在、学説においては、一般国際法上明瞭な干渉の禁止規則が存在するとされている。

それによれば、干渉の禁止は、規律対象行為としての国家意思の強制と、その適法性の判

断基準としての国内管轄事項から構成される。しかし、米国のキューバに対する経済封鎖

とそれに対する諸国の対応が示すように、現実の国際関係では、国家は学説が想定する規

則に従っていないし、また、国家の個々の行動について、当該規則を援用して法的評価が

なされることも稀である。 
 今、法規範が諸国によって遵守されていないことを実効性の欠如と呼び、それが国家行

動の評価のために援用されるという役割を果たしていないことを適用可能性の欠如と呼ぶ

とするなら、なぜ、一般国際法上の干渉についての法規範は、このように実効性も適用可

能性も持っていないのかという問題が生じる。 
 この問題については、ノエルのように、一般国際法上干渉の禁止は確固として存在する

が、政治的な理由によって諸国はそれを守らないし援用することもないというように、国

際法に外在する理由を指摘することも可能である。しかし、国家が国際法を軽視している

といった事実は国際法一般に当てはまる事情であり、なぜ特に干渉についての規範が実効

性や適用可能性を欠くのかという問いには十分答えていない。 
 そこで本論文では、これらの原因を法内在的に検討した。法内在的な原因についての先

行研究としては、第一に、強制の定義が欠如しており、強制とそれに至らない圧力の区別

が困難であるがゆえに干渉の禁止規範は適用できないとするノイホールトやヴェルーヴェ

ンの見解がある。彼らの見解は、詳細な法規則が未発達な点に注目する点は妥当だが、そ

の対象を強制の定義に限定している点で不十分である。すなわち、そもそも干渉とされる

行為は国家意思の強制という規律対象行為で一元的に捉えることができるか否か、また、
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適法性判断基準は国内管轄事項概念であることに諸国の一致が存在するかどうかといった

点を含む、干渉の規律の全体について法規則が未発達で、抽象的な法原則しか存在しない

可能性を検討する必要がある。 
 先行研究としては、第二に、学説や国際判例が発達させた干渉についての諸規則は、現

実の国家実行や国際社会の構造と過度に乖離しているため諸国に一般的に受容されておら

ず、その結果適用可能性も実効性も有さないという、ロウやカーティーの見解がある。彼

らの見解は、国家実行と学説・判例の乖離に注目していることは評価できるが、その具体

的な経緯や原因の具体的な論証が十分でない点に問題がある。 
 以上のような先行研究の評価に基づいて、本研究では、干渉の規律全体について、国家

実行上は詳細な法規則が未発達で法原則しか存在しないので適用可能性を持たないのでは

ないか、また、国家実行の未発達を補って学説や判例が発達させた諸規則も諸国によって

一般的に受容されていない結果実効性を欠くのではないかという問題を、主要な国家実行

と学説・判例の歴史的な展開を検討することによって明らかにすることを試みた。 
 そこでまず第 1 部では、国家実行を歴史的に検討した。具体的には、干渉についての過

去の主要な国家実行と学説上一般に認められている、19 世紀前半のヨーロッパと、20 世紀

前半の米州の国家実行を、それぞれ第 1 章と第 2 章で検討した。 
 検討からは、これらの国家実行は、それぞれの地域国際社会内部で相対的に孤立して展

開したものであり、それらから、これらの地域を包摂する普遍的国際社会の一般国際法規

則を導き出すことは困難であることが明らかになった。 
 具体的には、第一に、それぞれの地域間で規律の内容が乖離しており、国家実行の一致

から一般国際法を導き出すことは困難であった。具体的には、ヨーロッパでは干渉とは内

乱への非中立的行動を意味したのに対し、米州では国家意思の強制を意味しており、そも

そも何が干渉かについて一致がない。また、内乱への非中立的行動と国家意思の強制それ

ぞれの適法性判断基準も、地域によって異なる。ヨーロッパでは内乱自体が政治制度の選

択についての国家意思とみなされ、原則として内乱への非中立的行動が禁じられていたの

に対し、米州では内乱時においても既存政府の意思が国家意思であり、既存政府の要請や

同意に基づく当該政府への援助による内乱への非中立的行動は適法とされていた。またヨ

ーロッパでは国際法違反に対する法や権利実現のための強制は適法であったのに対し、米

州ではそのような強制も禁じられていた。 
 その結果、スペイン内戦に見られるように、戦間期においても、干渉の概念や内乱への

関与の適法性判断基準については、一般国際法が発達していなかった。 
 第二に、そもそもこれらの国家実行上の規律は、それぞれの地域国際社会の構造に規定

されており、普遍的国際社会に同じ構造が存在しない限り、一般国際法化することができ

ないと考えられた。すなわち、19 世紀ヨーロッパの国家実行は、列強の法的優越性と、そ

れらの列強の共同行動という形での集権的な紛争処理手続きの存在を前提としていた。そ

の結果、干渉や強制措置についても、干渉の権限を有するのは大国だけであり、また干渉

についての規範の解釈適用実施は列強の協議手続きに委ねられていた。他方、20 世紀前半

の米州で確立した絶対不干渉を意味する「対内・対外事項」への不干渉規則は、米州で確

立した集権的紛争処理手続きによる、国際法や権利の実現と不干渉規範自体の解釈適用実

施を不可欠の前提として、米州諸国に受容されたものであった。 
 そして、このようにヨーロッパや米州の国家実行の前提となっていた、国家間の法的不

平等や集権的紛争処理手続きが、20 世紀前半までにおいて普遍的国際社会に存在しなかっ
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たことは、スペイン内戦や 1923 年のコルフ事件などにおける国際連盟の実態から明らかに

なった。したがって、20 世紀前半まで、国家実行上は、その地域的性格の結果、一般国際

法の詳細な規則は未発達であったと考えられる。 
 しかしこれに対して、主要な学説や判例では、干渉についての一般国際法規則の存在が

主張されてきた。そこで第 2 部では、学説や判例を歴史的に検討し、国家実行が未発達な

中で、いかなる理由で、そしていかにして、それらが一般国際法規則を発達させてきたの

かを検討した。まず第 3 章で、第一次世界大戦前の代表的な国際法学者であるオッペンハ

イムの議論を中心に分析し、第 4 章では、適法性判断基準についての現代の通説である国

内管轄事項概念を導入したフェアドロスやセルの干渉論、そして国際司法裁判所が初めて

干渉について判断したコルフ海峡事件を分析した。 
検討からは、これらの学説や判例が、国際法の諸原則や目的を用いて、干渉についての

一般国際法規則を導出しようとしていたことが明らかになった。オッペンハイムは、19 世

紀ヨーロッパの国家実行を基としながら、それを、国家平等や主観的権利・利益の実現、

客観的法の支配の実現といった、国際法の諸原則や諸目的を基準に解釈し取捨選択するこ

とによって、一般国際法を導出していた。他方フェアドロスやセル、そして ICJ は、国家

実行を介さずに、国家平等や客観的法の支配の要請といった国際法の原則や目的から、直

接に諸規則を演繹していることが明らかになった。 
そして、これらの学説や判例が、一般国際法規則を導出する必要を感じた背景には、そ

れらが、地域国際社会を越え普遍化した国際社会を対象とし、その国際社会が存続するた

めには干渉についての諸規則が存在しなければならないという認識があった。また、彼ら

が導出した法規則は、列強の法的優越性と集権的紛争処理手続きを否定している点で内容

的にも国家実行から乖離しているが、これは、ヴァッテル以来普遍的国際社会は自然状態

と捉えられ、その結果国家は法的に平等であり、集権的手続きは存在しないと考えられた

ためであった。 
 最後に結論において、現代一般国際法についての諸国の法的信念の主要な証拠である、

1970 年の友好関係原則宣言の起草過程を検討した。 
 検討からは、この宣言においても、内乱への非中立的行為と国家意思の強制という二つ

の行為類型の関係、特に両者を同一の適法性判断基準に委ねるべきか否かについて、また

干渉概念を詳細に定義すべきかあるいはそれは集権的機関に委ねるべきか、そして適法性

判断基準は「国内管轄事項」か「対内・対外事項」か、といった主要な諸問題について諸

国の一致が存在せず、したがって国家実行は未発達であり、学説や判例の諸規則も一般的

に受容されていないので、干渉については一般国際法上抽象的な原則しか確認できないこ

とが明らかになった。 
また、普遍的国際社会は国家平等を大前提とし一部の大国の法的優越性を承認していな

いこと、国連が存在する現在においても当事国の同意に依存しない集権的な紛争処理手続

きは確立していないというのが、多くの諸国の認識であることがわかった。したがって、

それらの要素を前提としていたヨーロッパや米州の国家実行は、依然として普遍的国際社

会に妥当性を持たないと考えることができた。 
以上から、本論文の問題関心である、一般国際法上の干渉の禁止規範の実効性および適

用可能性の欠如の法内在的原因は、国家実行上は明瞭な一般国際法規則は発達しておらず、

また、学説や判例が発達させた一般国際法規則も諸国によって一般的に受容されていない

ことにあると結論づけることができる。 


